
処分庁　　大　阪　府

主たる事務所の所在地 大阪市淀川区

　被処分者の役員が宅地建物取引業法（以下「法」という。）第５条第１項第６号に該当した。こ
のことは、法第66条第１項第３号に該当する。

処 分 の 種 類 免許取消処分

処 分 年 月 日 令和8年1月6日

商 号 又 は 名 称
（法人の場合は法人番号）

株式会社Ｋ’Ｓコーポレーション
（法人番号4120901042629）

代 表 者 木原　陽佑

免許証番号及び免許年月日 大阪府知事（１）第62391号　令和３年１月28日


